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【発行者に関する事項】

発行者の名称 マークラインズ株式会社

証券コード 3901

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所（プライム市場）

 
 

 
 
【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

 

個人・法人の別 法人(外国法人)

氏名又は名称
ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エル

エルシー(Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC)

住所又は本店所在地

90067カリフォルニア州、ロサンゼルス、アヴェニュー・オブ・スターズ

2000、スイート1110(2000 Avenue of Stars, Suite 1110, Los Angeles, CA

90067)

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区大手町一丁目1番2号　大手門タワー

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

弁護士　伊東　啓

電話番号 03-6250-6200

 
 

 
 
２【提出者（大量保有者）／２】

 

個人・法人の別 法人(外国法人)

氏名又は名称
ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(Virtus

Investment Advisers, LLC)

住所又は本店所在地
06103コネチカット州、ハートフォード、ワン・ファイナンシャル・プラザ

(One Financial Plaza, Hartford, CT 06103)

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区大手町一丁目1番2号　大手門タワー

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

弁護士　伊東　啓

電話番号 03-6250-6200
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【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.7

訂正される報告書の報告義務発生日 令和8年3月2日

訂正箇所
下記参照

提出者2の委任状の差替え

 
 

 

 

（訂正前）

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「サブ・アドバイ

ザー」という）は、ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・インク（以下「マネージャー」という）

と、複数のサブ・アドバイザリー契約（以下「本契約」という）を締結している。本契約により、マネージャー

は、サブ・アドバイザーに、資産を取得・処分し、マネージャーの顧客の口座の計算で取得した株式の議決権を行

使する全権限を伴う、マネージャーの顧客の資産を管理する権限を委任した。本報告書において開示される株券

は、本契約によってサブ・アドバイザーにより保有される株券を含む。

　本契約においては、資産を取得・処分し、マネージャーの顧客の口座の計算で取得した株式の議決権を行使する

サブ・アドバイザーの権限に拘わらず、マネージャーは、サブ・アドバイザーに資産についての投資決定を行う意

図を書面により通知することにより、投資決定を行う権限を留保している。さらに、マネージャーは、サブ・アド

バイザーに議決権の行使及び議決権が行使される方法について、指図できる地位にある。

　したがって、本契約に基づいてサブ・アドバイザーにより保有されている株式について、サブ・アドバイザーの

みならずマネージャーも大量保有報告制度上の保有者に該当する。マネージャーによって保有される発行者株式の

数は、123,950株である。　

　サブ・アドバイザーは、マネージャー以外にも投資運用業務の顧客を有しており、その者のために資産を運用す

る権限を持ち、本報告書第２　１(４)①に記載の発行者株式の一部を保有している。

令和4年8月9日、投資運用の一任を受ける契約により、81,744株の現物拠出を受けた。

令和4年9月15日、投資運用の一任を受ける契約により、131,900株を現物交付によって返還した。

令和7年8月15日、投資運用の一任を受ける契約により、101,900株の現物拠出を受けた。

令和8年3月2日、投資運用の一任を受ける契約により、49,600株を現物交付によって返還した。
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（訂正後）

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「サブ・アドバイ

ザー」という）は、ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー（以下「マネージャー」とい

う）と、複数のサブ・アドバイザリー契約（以下「本契約」という）を締結している。本契約により、マネー

ジャーは、サブ・アドバイザーに、資産を取得・処分し、マネージャーの顧客の口座の計算で取得した株式の議決

権を行使する全権限を伴う、マネージャーの顧客の資産を管理する権限を委任した。本報告書において開示される

株券は、本契約によってサブ・アドバイザーにより保有される株券を含む。

　本契約においては、資産を取得・処分し、マネージャーの顧客の口座の計算で取得した株式の議決権を行使する

サブ・アドバイザーの権限に拘わらず、マネージャーは、サブ・アドバイザーに資産についての投資決定を行う意

図を書面により通知することにより、投資決定を行う権限を留保している。さらに、マネージャーは、サブ・アド

バイザーに議決権の行使及び議決権が行使される方法について、指図できる地位にある。

　したがって、本契約に基づいてサブ・アドバイザーにより保有されている株式について、サブ・アドバイザーの

みならずマネージャーも大量保有報告制度上の保有者に該当する。マネージャーによって保有される発行者株式の

数は、123,950株である。　

　サブ・アドバイザーは、マネージャー以外にも投資運用業務の顧客を有しており、その者のために資産を運用す

る権限を持ち、本報告書第２　１(４)①に記載の発行者株式の一部を保有している。

令和4年8月9日、投資運用の一任を受ける契約により、81,744株の現物拠出を受けた。

令和4年9月15日、投資運用の一任を受ける契約により、131,900株を現物交付によって返還した。

令和7年8月15日、投資運用の一任を受ける契約により、101,900株の現物拠出を受けた。

令和8年3月2日、投資運用の一任を受ける契約により、49,600株を現物交付によって返還した。
 
 

 

（訂正前）

第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人(外国法人)

氏名又は名称
ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・インク(Virtus

Investment Advisers, Inc.)

住所又は本店所在地
06103コネチカット州、ハートフォード、ワン・ファイナンシャル・プラザ

(One Financial Plaza, Hartford, CT 06103)

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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（訂正後）

第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人(外国法人)

氏名又は名称
ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(Virtus

Investment Advisers, LLC)

住所又は本店所在地
06103コネチカット州、ハートフォード、ワン・ファイナンシャル・プラザ

(One Financial Plaza, Hartford, CT 06103)

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
 
 

 

（訂正前）

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１） ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(Kayne Anderson Rudnick

Investment Management, LLC)

（２） ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・インク(Virtus Investment Advisers, Inc.)

 

 

（訂正後）

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１） ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(Kayne Anderson Rudnick

Investment Management, LLC)

（２） ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(Virtus Investment Advisers, LLC)
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（訂正前）

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名

保有株券

等の数

（総数）

（株・口）

株券等

保有割合

（％）

ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

(Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC)
686,244 5.19

ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・インク(Virtus Investment

Advisers, Inc.)
0 0.00

合計 686,244 5.19
 
 

 

（訂正後）

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名

保有株券

等の数

（総数）

（株・口）

株券等

保有割合

（％）

ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

(Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC)
686,244 5.19

ヴァータス・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(Virtus Investment

Advisers, LLC)
0 0.00

合計 686,244 5.19
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